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１月１０日、毎年この日、常磐関船町にある金刀比羅神社では、琴平神社例大祭が
行われます。

例大祭は、「こんぴらさま」と長年親しまれ、一年の幸せを願う人たちで終日賑わ
いをみせます。毎年約15万人が訪れます。

JR湯本駅前から関船町宿内地内までの約２キロの道が、午前６時から午後１０時ま
での間、車両通行止めになり、沿道や境内に約４００件の露店が並びます。

境内近くの参道には、熊手やだるまや縁起物などを扱う露店が何軒も連なり、高く
まで掲げられた数多くの縁起物の飾りが、風に吹かれて
シャンシャンと音を立て、歩きながらこの音を聞くと、
新しい年を迎えたことを実感します。

最近は、仕事で行けないことが多いのですが、子ども

の頃から慣れ親しんできた地元のお祭りは、大人になっ
ても気持ちが沸き立ちます。

ひとくちメモ

前回、この問題をお伝えしましたが、農地への対策として農林水産省が、来年の通
常国会に関連法案の提出を予定していることが報道されました。
農水省の対策の骨格は、農業意欲のある担い手への農地の賃貸を促進するため

の制度を整備し、農地集積を促すことで農業生産や景観を維持し、この問題へ対応
しようとするものです。
所有者の死後に相続が未登記の農地は、子孫ら法定相続人の共有と扱われます。

賃貸の場合、共有者の持分の過半数の同意が必要ですが、長年放置されると大勢
の相続人を探し出して同意を得なければならないため、事実上賃貸がむずかしく、担
い手への集積を阻む要因になっています。
そこで、一部の相続人が不明でも、農業委員会の公示を経て10年以上貸せるよう

にしたり、また事実上農地を受け継いでいる人が貸す場合の簡易な手続きを新設す
るなど、農地中間管理機構（農地バンク）の借り受けの手続きを簡素化します。
農地バンクから担い手への貸し付けも、現在の５年から10年以上に長期化を図りま

す。また、手続後に現れた相続人の反対で賃貸借契約が解約されないよう、その相
続人の持分に応じた賃料を払う仕組みなども盛り込まれています。
相続が未登記の恐れのある農地は、2016年の調査で、全農地の2割の約93万㏊、

本県でも2万6378㏊にのぼります。
農地以外の所有者不明地では、国土交通省が、公益性のある事業に使えるように

する新法案の提出を予定しています。

借り受け

貸し付け

【農地賃貸促進策のイメージ】

◆意欲のある担い手
・利用権設定期間を5年から10年以上に
・不明だった相続人が現れても賃貸契約が解消されない仕組み整備

◆農地中間管理機構（農地バンク）
・事実上農地を受け継いでいる人が貸す場合の簡易手続き新設
・一部相続人不明でも農業委員会の公示を経て10年以上貸せるように

◆持ち主がはっきりしない農地


